
生駒市規則第７号 

 生駒市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月２３日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市行政組織規則の一部を改正する規則 

 生駒市行政組織規則（平成６年７月生駒市規則第２２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中                を「秘書課 秘書係」に、「企画 

係 計画係」を「企画係」に、「人材育成係」を「採用係 人材育成係」に、「

市民活動推進課 市民活動推進係」を「地域コミュニティ推進課 地域コミュニ

ティ推進係」に、「ＩＣＴイノベーション推進課 イノベーション推進係 シス 

テム管理係」を                         に、「Ｓ 

ＤＧｓ未来都市推進係」を「ＳＤＧｓ連携推進係」に、「高齢施策課」を「福 

祉政策課」に、「高齢対策係」を「福祉政策係」に、 

  を              に改める。 

 第４条秘書係の項第８号を削る。 

 第５条を削る。 

第５条の２企画係の項第２号を次のように改める。 

  (2) 重要な市行政の総合政策及び総合調整に関すること。 

 第５条の２企画係の項に次の６号を加える。 

(3) 政策情報の収集に関すること。 

「秘書課 秘書係 

  市制５０周年事業室 事業係」 

「デジタル推進課 デジタル推進係 システム管理係 

 スマートシティ推進室 スマートシティ推進係 」 

「 学研推進室 学研推進 

  住宅政策室 住宅政策 

「 住宅政策室 住宅政策係 

 拠点形成課 拠点形成係 

  学研推進室 学研推進係」 

係 

係」 



  (4) 行政組織に関すること。 

  (5) 行政経営会議に関すること。 

  (6) 総合計画審議会に関すること。 

  (7) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 

  (8) 部の庶務に関すること。 

 第５条の２計画係の項を削り、同条を第５条とする。 

 第６条広報広聴係の項第７号中「部及び」を削る。 

 第７条人材育成係の項の前に次の１項を加える。 

 採用係 

  (1) 職員の採用に関すること。 

  (2) 職員任用試験委員会に関すること。 

  (3) 課の庶務に関すること。 

 第７条人材育成係の項第３号中「任免」の次に「（採用を除く｡)」を加え、

「、職階、試験、賞罰」を削り、同項第１１号を削る。 

 第１０条中「市民活動推進課」を「地域コミュニティ推進課」に改め、同条市

民活動推進係の項に次の１号を加え、同項を同条地域コミュニティ推進係の項と

する。 

  (7) 課の庶務に関すること。 

 第１０条の２中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

 第１０条の２の２中「ＩＣＴイノベーション推進課」を「デジタル推進課」に

改め、同条イノベーション推進係の項を次のように改める。 

 デジタル推進係 

  (1) 行政の情報化の総合的な企画、調整及び推進に関すること。 

  (2) 情報技術の活用による市民サービスの向上に関すること。 

  (3) 官民データの活用推進に関すること。 



  (4) デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。 

 第１０条の２の２の次に次の１条を加える。 

第１０条の２の３ デジタル推進課スマートシティ推進室が分掌する事務は、次

のとおりとする。 

 スマートシティ推進係 

  (1) スマートシティの推進に関すること。 

  (2) 地域の情報化の推進に関すること。 

  (3) 奈良先端科学技術大学院大学との連携に関すること。 

 第１０条の３ＳＤＧｓ未来都市推進係の項中第３号を削り、第４号を第３号と

し、同号の次に次の１号を加え、同項を同条ＳＤＧｓ連携推進係の項とする。 

  (4) 公民連携に関すること（他課の所管に係るものを除く｡)。 

 第１０条の３低炭素まちづくり推進係の項中第８号を第９号とし、第２号から

第７号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 環境モデル都市に係る企画、調査及び連絡調整に関すること。 

 第１１条市民係の項第９号中「市民活動推進課」を「地域コミュニティ推進課

」に改める。 

 第２０条中「高齢施策課」を「福祉政策課」に改め、同条庶務年金係の項第１

号及び第２号を削り、同項第３号を同項第１号とし、同項第４号から第６号まで

を２号ずつ繰り上げ、同項第７号中「社会福祉法人」の次に「及び社会福祉連携

推進法人」を加え、同号を同項第５号とし、同項第８号から第１６号までを２号

ずつ繰り上げ、同条高齢対策係の項中第７号を第１０号とし、第１号から第６号

までを３号ずつ繰り下げ、同項に第１号から第３号までとして次の３号を加え、

同項を同条福祉政策係の項とする。 

  (1) 地域福祉計画に関すること。 

  (2) 地域福祉に係る調査、研究、企画及び調整に関すること。 



  (3) 重層的支援体制整備事業の推進に関すること。 

 第３６条計画係の項中第１３号を削り、第１４号を第１３号とする。 

 第３６条の２及び第３６条の３を次のように改める。 

第３６条の２ 都市計画課住宅政策室が分掌する事務は、次のとおりとする。 

 住宅政策係 

  (1) 住宅政策の企画、調査及び推進に関すること（他課の所管に係るもの

を除く｡)。 

  (2) 空き家施策の企画、調査及び推進に関すること（他課の所管に係るも

のを除く｡)。 

  (3) マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１

４９号）に関すること。 

第３６条の３ 拠点形成課が分掌する事務は、次のとおりとする。 

 拠点形成係 

  (1) 都市拠点及び地域拠点の形成に係る施策の企画及び調整に関すること

（他課の所管に係るものを除く｡)。 

  (2) 都市拠点及び地域拠点の形成に係る事業の推進に関すること（他課の

所管に係るものを除く｡)。 

  (3) 産業・学術研究拠点の形成に係る施策の企画及び調整に関すること（

学研推進係に係るものを除く｡)。 

  (4) 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）による市街地再開発事業に

関すること。 

  (5) 課の庶務に関すること。 

 第３６条の３の次に次の１条を加える。 

第３６条の４ 拠点形成課学研推進室が分掌する事務は、次のとおりとする。 

 学研推進係 



  (1) 関西文化学術研究都市高山地区に関すること。 

  (2) 関西文化学術研究都市の立地施設等との連携に関すること（他課の所

管に係るものを除く｡)。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


